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許可番号 0 4 2 2 0 0 015 9 3

産業廃棄物処分業許可証
住 所 長崎県長崎市上戸石町2 0 7 7番地 1

氏 名 有限会社環境産業 取締役 石橋 雅彦

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第 1 4 条 第 6 項 の許可を受けた者であることを

証するo
瑚欝欄

震翼許 可 の年 月 日 平成 2 8年 10 月 2日

許可の有効年月日 平成 3 3年 10 月 1日

1. 事業の範囲

事業の区分 中間処理
産業廃棄物の種類

処分の方法 産業廃棄物の種類
(1) 破 砕 (移動式) 金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くす (廃蛍光灯に限る。)

以上 2種類
(2) 圧 縮 ①廃プラスチック類、②金属くず 以上 2種類

(これ らの う 1)ね 師 戸同 座 i… -かソ. ぐあ る もの及 じ ,,〃一日 .( “で あ る もの を除 く。)

2. 事業の用に供するすべての施設

(1) 金属ぐずけり参.叶 澗 (移 ;. ) (野村異 二二.ふ 蛍光灯硫r 凝た791 10)
保 管 場 所 長崎県長崎市上戸石町 2 0 7 7番地 1
設 置 年 月 日 平成 13 年 6月 2 6日
処 理 能 力 6.2 t/ 日 (8時間)

(2) 廃プラスチック類等の坪縮施設 (糖 ;刀錯 T=" T.RW‐1510‐10OC)

設 置 場 所 長崎県雲仙市瑞穂町西郷丙字高野8 3 6番地 1
設 置 年 月 日 平成 2 2年 3月 16 日

処 理 能 力 馨i弱・8説 錠 晶欝 )、

3. 許可の条件
稼 働 日 平日に限る。

移動式破砕 稼 働 時 間 午前 9時から午後 5時までに限る。
に係る条件 稼 働 場 所 処理する産業廃棄物を排出する事業場内に限る。

騒音防止措置 隣地と【ら;」 /
一 ・

ーぶりと,叫 んあM旧以下となるような措置福講ずること。

4. 許可の更新又は変更の状況

平 成 13 年 10 月 2 日 産 ; 竺 - --遷“ キ ャー槻 計口」
平成 18 年 10 月 2 日 産二“二.:-ニーLh外来更新計可
平成 2 2年 7月 3 0日 高皿 :二分豊か甲許可 (処分の方法 (圧縮) の追加)
平成2 3年 10 月 2日 産業廃棄物処分業更新許可

5. 規則第 10 条の4第 5項の規定による許可証の提出の有無 鉦

処分の方法 産業廃棄物の種類
(1) 破 砕 (移動式) 以上 2種類
(2) 圧 縮 ①廃プラスチック類、②金属くず 以上 2種類

保 管 場 所 長崎県長崎市上戸石町 2 0 7 7番地 1
設 置 年 月 日 平成 13 年 6月 2 6日
処 理 能 力 6.2 t/ 日 (8時間)

設 置 場 所 長崎県雲仙市瑞穂町西郷丙字高野8 3 6番地 1
設 置 年 月 日 平成 2 2年 3月 16 日

処 理 能 力 ① :18 8.8 t/ 日 (8 時間 )、
② :9 2.8 t/ 日 (8時間)

移動式破砕
に係る条件

稼 働 日 平日に限る。
稼 働 時 間 午前 9時から午後 5時までに限る。
稼 働 場 所 処理する産業廃棄物を排出する事業場内に限る。
騒音防止措置 隣地と【ら;」 /

一 ・
ーぶりと,叫 んあM旧以下となるような措置福講ずること。
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